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☆富良野地域人材開発センター

■違反講習（２時間）

　◎３月19日（火）　13時～

■初回更新者講習（２時間）

　◎３月11日（月）　13時～

■一般講習（１時間）

　◎３月５日（火）　14時～

　◎３月15日（金）　14時～

■優良講習（30分）

　◎３月５日（火）　13時～

　◎３月15日（金）　13時～

運転免許更新時講習会 占冠村の放射線量の状況（２月分）

測定日　平成31年２月12日

【単位：マイクロシーベルト毎時】

測定場所 測定時間 天候 測定値

中央小学校グランド ９：30 曇 0.027

双民館グランド ９：50 曇 0.033

占冠地域交流館グランド 10：10 曇 0.043

占冠保育所グランド ９：35 曇 0.031

トマム学校グランド 10：50 曇 0.031

トマム保育所グランド 11：00 曇 0.036

※北海道の空間放射線率モニタリング結果（上川総合振興局

0.0209～0.0900）と比較して平常レベルと判断されます。

「北海道の空間放射線率モニタリング結果」は、下記のホー

ムページで公開されています。

『環境放射線測定結果【北海道立衛生研究所】』

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/ 

問　総務課総務担当　℡　56-2121

2019年度（第1回）北海道警察
官採用試験のお知らせ

●Ａ区分 （男性115名程度 ・ 女性40名程度）

中皮腫や肺がんなど、石綿によ
る疾病の補償・救済について

　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者とし

て石綿ばく露作業に従事していたことが原因である

と認められた場合には、労働者災害補償保険法に基

づく各種保険給付や石綿による健康被害の救済に関

する法律に基づく特別遺族給付金が支給されます。

　受験資格　昭和62年４月２日から平成14年４月１

日までに生まれた方で、学校教育法に

よる大学（短期大学を除く。）等を卒

業した方（2020年３月末日までに卒業

見込みの者を含む。）
●Ｂ区分 （男性30名程度 ・ 女性15名程度）

　受験資格　昭和62年4月2日から平成14年4月1日ま

でに生まれた方で、A区分以外の方（学

校教育法による高等学校在学中の者を

除く。）

※Ａ区分に該当する方はＢ区分での試験は受けられません。

●受付期間

　郵送 ・ 持参　３月１日（金）～４月12日（金）

　　　　　　　当日消印有効

　 電子申請　　　３月１日（金）～４月12日（金）

　　　　　　　午後5時30分まで
●試験日

　５月18日（土）

問　富良野警察署　℡　22-0110

問　警察本部採用フリーダイヤル ℡　0120-860-314

　石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い

年月を経て発症することが大きな特徴です。

　中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石

綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等

の支給対象となる可能性がありますので、北海道労

働局または労働基準監督署にご相談ください。

問　北海道労働局　労働基準部労災補償課

℡　011-709-2311（内線：3590）

平成31年度　こころの健康相談

　『眠れない…。』『仕事に行きたくない…。』『ここ

ろの病気か確認したい。』『アルコールやギャンブル

の問題で困っている。』と、このようなお悩みを抱

えている方はいませんか。富良野保健所では、『こ

ころの健康相談』を実施し、お悩みごとのご相談を

受け付けております。些細なことでも構いませんの

で、お悩みの方はぜひご活用ください。

月 実施日

４月 ３日 17日

５月 ８日 22日

６月 ５日 19日

７月 ３日 17日

８月 ７日 21日

９月 ４日 18日

平成31年度 こころの健康相談日程表【上半期】

問　富良野保健所　健康推進課

℡　23-3161
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村営住宅等入居者募集のご案内

■入 居 資 格

次の条件を満たす方が申し込むことができます。

　●占冠村にお住まいの方、村外から移住される方。

　●月収が15万8000円以下の方。

（例えば、給与収入者で扶養家族がある場合、源泉

徴収票の給与所得控除後の金額から同居扶養控除 

等の金額を引き、残りの額を12ヶ月で割った金額 

が15万8000円以下の方）

※単身の方でも入居できます。

※連帯保証人が２人必要です。

★入居者と同等以上の収入のある方。

■家　　　　賃　�入居される世帯の収入等に応じて決

定されます。

■入居可能日　概ね４月１日（月）

■入 居 決 定　�入居者選考委員会の審査によりま

す。

■申込受付場所　建設課建築担当

　　　　　　　　トマム支所

■お問い合わせ　建設課建築担当

　　　　　　　　☎ ５６－２１７２
皆様の入居をお待ちしています。

募集団地 ●受付期限３月15日（金）

後期高齢者医療制度のお知らせ　～高額介護合算療養費について～

１　 高額介護合算療養費について

　高額介護合算療養費とは、医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。同じ世帯

の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、

その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。なお、手続きには市区町村窓口への申請

が必要となります。

●　後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は対象となりません。

●　支給額が５００円以下の場合は支給されません。

 自己負担限度額表

●中央地区　　５戸
　○中央団地
　　２ＬＤＫ　１戸
　　３ＬＤＫ　１戸
　○第２千歳団地
　　４ＬＤＫ　３戸

●トマム地区　　２戸

　○第２トマム団地

　　３ＬＤＫ　　２戸

※トマム地区子ども応援民間賃貸共同住宅の入
　居者も募集しています。
　３ＬＤＫ　３戸

※トマム地区の夫婦世帯向け村有住宅の入居者
　も募集しています。
　３ＬＤＫ　１戸

負担割合 区　　　分 自己負担額の合計の基準額

３割 �現�役�並�み�所�得�者（※１）

【課税所得690万円以上】２１２万円

【課税所得380万円以上】１４１万円

【課税所得145万円以上】　６７万円

１割

一　　　般 ５６万円

住�民�税�非�課�

税�世�帯

区�分�Ⅱ（※２） ３１万円

区�分�Ⅰ（※３） １９万円

※１　現役並み所得者の限度額は、平成３０年８月以降から変更となります。

※２　世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

※３　世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その受給額

　　　が80万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

申請される方は、占冠村福祉子育て支援課後期高齢者医療担当までお申し出ください。

２　 高額介護合算療養費勧奨通知の発送時期について

　高額介護合算療養費の勧奨通知は、支給対象となる方に例年１月～２月に発送しておりましたが、平成29年

度分（計算対象期間：平成29年８月１日～平成30年７月31日）は、３月～４月に発送予定です。

問　福祉子育て支援課　後期高齢者医療担当　℡　56-2125
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